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令和８年度診療報酬改定にかかる施設基準の届出について（周知のお願い） 

 

 令和８年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された、或いは施設

基準が改正された入院基本料等及び特掲診療料のうち届出が必要なものについては、令和

８年６月以降の算定にあたり届出を行う必要があります。また、６月１日から算定を行う

ためには、５月７日（木）から６月１日（月）までの間に関東信越厚生局への届出が必要

となりますのでご注意願います。ただし、令和８年度診療報酬改定後のベースアップ評価

料の算定にあたっては、算定を開始する前月までに届出を行う必要があることから、令和

８年６月１日より新たなベースアップ評価料を算定するためには、同年５月中に届出を行

っていただくこととなります。 

 つきましては、貴会におかれましてもご承知おきいただくとともに、締切日直前には届

出が集中することが予想されるため、できる限りお早目に届出いただきたく、貴会会員に

対しご周知くださるよう貴職のご高配をお願いいたします。 

 

■令和８年度診療報酬改定における施設基準の届出（６月１日から算定開始） 

（１）令和８年５月７日（木）から６月１日（月）まで（必着） 

（２）ベースアップ評価料については、令和８年５月中の届出が必要 

 

■厚生労働省ホームページ－令和８年度診療報酬改定について－ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html 

・基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 

・特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 

 

■日本医師会ホームページ 診療報酬改定に関する情報＜令和８年度＞ 

https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/r08kaitei/index.html 

・改定の概要説明として、解説音声付きパワーポイント資料等が掲載されております。 

・本年３月に開催された、都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会（診療報酬改

定の説明会）の資料・映像がアップされております。 

・会員専用ページのためログインが必要です。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/r08kaitei/index.html


 令和８年６月１日から算定を行うためには、令和８年
５月７日から６月１日まで（必着）に、届出を行う保険
医療機関等の所在地を管轄する地方厚生（支）局の都道
府県事務所へ届出が必要となりますので、ご注意願いま
す。

 締切日直前に届出が集中することが予想されますので、
できる限り早期にご提出いただくようお願いします。

令和８年度診療報酬改定

お願いお願い

施設基準の届出について
参考



 令和８年度にベースアップ評価料による賃金改善を行う場合には、算定を開始する前月までに届出を行う。
 算定する年度の８月に賃金改善中間報告書、翌年度の８月に賃金改善実績報告書を提出する必要がある。

 届出書、賃金改善中間報告書、賃金改善実績報告書に記載を要する主な事項は次の通り。
 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）のみを届け出る場合は、申請時点では、評価料の対象職員のみが分かれば申請が可能。
 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、入院ベースアップ評価料を届け出る場合であっても、申請時点では「月額賃金総額」

や「延べ入院患者数」等が分かれば申請できる。（今改定から、申請時点での「賃金改善計画書」の添付は不要）
※ただし、外来ベースアップ評価料（Ⅰ）を令和８年度から継続して算定する場合には、令和９年度の届出書の提出は不要。

 算定期間内に、区分計算時に必要な項目の大きな変動（対象職員数の１割以上の変動、３月ごとのベースアップ評価料の算定回数の
１割以上の変動）があり、再計算をした場合に区分の変化がある場合には、区分変更の届出が必要。

ベースアップ評価料に関する手続きの概要
令和８年度診療報酬改定 Ⅰ－２－１ 医療従事者の処遇改善－①

ベースアップ評価料を届け出る場合に必要な手続きの流れ

令和９年
12月〜8月〜6月〜3月〜

令和８年
12月〜8月〜6月〜3月〜

届出書 Ｒ９年度
中間報告書

Ｒ８年度
実績報告書

Ｒ７年度
実績報告書

○外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
・対象職員数

○外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）・
入院ベースアップ評価料
・初再診料等の算定回数、延べ入院患者数
・月額賃金総額
・対象職員数

・ベースアップ評価料の算定収入額
・対象職種ごとの常勤換算数
・基本給等総額（給与改善前・後）
・賞与の月数の変化

※対象職種を指定して報告︓
医師・歯科医師・看護職員・看護補助者・事務職員

届出書 中間報告書

・ベースアップ評価料の算定収入額
・対象職種ごとの常勤換算数
・基本給等総額（給与改善前・後）
・賞与の月数の変化

※対象職員の合計及び、一部の対象職種の内訳につい
て報告

報告書

賃金改善の実施（令和8年度） 4月〜翌年3月
6月〜翌年5月

届出書 Ｒ８年度
中間報告書

※


